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所在不明者の探索について

令和６年１１月２１日
北海道開発局開発監理部用地課



本日の説明内容
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土地登記名義人の戸籍等が収集できない所在不明者11名に

ついて、独自調査の結果、11名中10名の不明者を捜し当て、

戸籍収集に至った事例です。
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１．事業概要



事業名：石狩川改修工事のうち美瑛川河道掘削工事

河道掘削工事とは、土砂等を取り除き、川の断面を大きくする
工事。
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１．事業概要
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旭川駅

１．事業概要
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１．事業概要
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１．事業概要
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２．調査対象地の概要
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調査対象地は2筆のうち1筆（2筆とも甲区は同じ）。

２．調査対象地の概要
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２．調査対象地の概要
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２．調査対象地の概要

全部事項証明書（一部）
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用地取得協議を開始するため、所有者調査を実施。

６６名の共有者について、全部事項証明書記載の住所で、住民票や戸籍等を
自治体窓口に請求。

その結果、１１名について、戸籍等該当する書類が無いとの回答。

戸籍等を取得することが出来ないため、１１名は所在不明により、協議が不可
能。

以上のことから、事業用地取得に向けて「不在者財産管理人制度」の実施を
検討する。

２．調査対象地の概要
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【不在者財産管理人制度とは】

●土地所有者が不在者である場合に、家庭裁判所により選任された不在者財産管理人により
土地等の管理及び保存を行う制度。

●不在者の所有する財産の売却処分などを行う必要がある場合、不在者財産管理人は家庭
裁判所へ権限外行為許可の申立を行い、その許可を得なければならない。

【不在者とは】

●この制度で対象となる不在者は、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない者。
長期の音信不通や、行方を捜索したものの、その所在が判明しない者。

●必ずしも生死不明であることを要しないが、生死不明であっても死亡が証明されるか失踪宣
告の審判が確定されるまでは、不在者に当たると解釈されている。

●主な必要書類
・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
・不在の事実を証する資料

～住民票等で住所地を確認。現地調査や親族への問合せを行い不在者の従前の生
活状況、不在となった経緯等について確認する。また、住民票等や除籍謄本等の提出
を求められた場合、それらの書類を取得することが出来ない場合は、家庭裁判所に事
情を説明し、その代わりとなる書面の提出が必要か相談することも考えられる。

２．調査対象地の概要

【不在者財産管理人制度とは】

【不在者とは】

【不在者財産管理人申立のための手続き】
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３．資料調査の実施
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登記簿上の住所（以下：登記住所）から、不明者１１名を以下の３グループに分類した。

①グループ 旭川市神居町雨紛～ ８名

②グループ 上川郡神居村字美瑛町～ ２名

③グループ 旭川市中心部の者 １名

３．資料調査の実施
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問題その１

【グループ①「雨紛地区」について、当時の登記住所の表示が、現在の
住居表示と異なる。】

多くの共有者の登記住所が
「旭川市神居町雨紛○線△（１～８）番地」 ４０名
又は
「旭川市神居町雨紛○線□（５～６）号」 ９名

現在の雨紛地区の住居表示は、
「旭川市神居町雨紛●●●（主に３桁の数字）番地」

３．資料調査の実施

問題その1
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３．資料調査の実施

現在の地理院地図では、雨紛地区は3号～8号までの表示となっている。
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Yahoo地図では、雨紛と神居地区の境界を通る平成大橋のある道路に、「２号道路」の記載。
また、美瑛川沿いの神居１５丁目と１６丁目の境に、雨紛０号樋門が存在することが判明。

雨紛地区の１号～２号までは存在しないのか？

「２号道路」の表記

「雨紛０号」樋門

「雨紛３号」

３．資料調査の実施
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以上のことより、かつての雨紛１号と２号は、現
在は、神居市街地の一部になっていると推測。

３．資料調査の実施
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昭和５２年版の住宅地図(道立図書館所蔵）では
点線より上側が、神居市街地で１８丁目まで、その
下は、神居町雨紛地区でした。

以上のことから、
現在の神居１６～１８丁目→元の雨紛１号

神居１９～２１丁目→元の雨紛２号
であると推測。

「雨紛０号」樋門

「２号道路」の表記 「雨紛３号」

かつての雨紛１号と２号は、現在は、神居
市街地の一部になっていると推測。

あわせて、旭川中央図書館に問い合わせたところ、古い住宅地図は、市中心部は昭和２０年代、神居市街
地は場所によっては、昭和３０年代からあるとのことであった。

３．資料調査の実施
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問題その２
【グループ②「神居村美瑛町」とは、現在のどこなのか？】

国土地理院の旧版地形図をホームページから閲覧すると、、

非常に不鮮明だが「美瑛町」らしき文字が

３．資料調査の実施

問題その２
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国土地理院北海道地方測量部で閲覧した昭和６年測量の地形図では、神居市街地（現在の
神居１５丁目付近まで）は、「神居村美瑛町」の表示。

３．資料調査の実施
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これまでの、地図等資料の調査を基に、不明者１１名を登記住所から以下の４グループに
分類した。

①グループ 以前も雨紛、現在も雨紛の地域の者 ５名

②グループ 以前は雨紛、現在は神居の地域の者 ３名

③グループ 神居村美瑛町の範囲の者 ２名

④グループ 旭川市中心部の者 １名

３．資料調査の実施
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４．資料調査を基にした聞き取り調査
の実施
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個別の聞き取りを開始する前に、あらためて公的機関に確認。

●農業委員会事務局
農地台帳を閲覧しようとしたが、現地が農地ではないため、台帳に記載は無かった。

●農林整備課森林振興係

林地台帳を閲覧し、台帳に当該地番が記載されていたが、記載されていた所有者は登記
記録（全部事項証明書）と同じであった。

●土木管理課地籍調査係

地籍調査票からの情報を確認したが、調査対象地は地籍調査未実施のため、地籍調査
票はなかった。

４．資料調査を基にした聞き取り調査の実施
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不明者は、広い範囲に存していたと考えられるため、不明者一人一人の聞き取り対象者を
決める必要がある。

新旧の住宅地図等を活用して聞き取り調査を開始する。

現在の「雨紛３～８号」と登記住所の「雨紛３～８番地」
「号」と「番地」が同じ数字の場合は、近接した場所であると推定。
例えば、登記住所が「雨紛５番地」の不明者は、現在の「雨紛５号」付近で探索する。

根拠としては、古くからその場所に存するお寺の登記住所「○番地」が現在の「○号」の位置
にあること。また、既に相続調査完了済みの関係者で、登記住所と住宅の表記が同様の位
置関係となっている例があったことによる。

登記住所に「雨紛１～２番地」の記載
「雨紛１番地」→「雨紛１号」→先述の通り、現在の「神居１６～１８丁目」、
「雨紛２番地」→「雨紛２号」→先述の通り、現在の「神居１９～２１丁目」の付近であると推定

４．資料調査を基にした聞き取り調査の実施
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所在不明者の判明経緯の一部を紹介。

Ａさん （①グループ 以前も雨紛、現在も雨紛の地域の者）

登記記録上の住所は、「雨紛●番地」のため、同地と推定される現在の「雨紛●号」には、
Ａさんと同じ姓の住宅を見つけることが出来ませんでした。

Ａさんは、あまり多い姓ではありません。

同じ登記住所のＨさんの相続人の一人に聞き取りをしました。この方は、昭和５２年の住宅
地図から同じ場所に住宅があります。

インターフォン越しの聞き取りによると「昔、Ａさんから土地を買ったと聞いたことがある。」と
の話がありました。

そこで、付近の農地の閉鎖登記簿と旧土地台帳を調査したところ、Ａさんの名前を発見。
Ａさんは、昭和初期に、本籍地に復帰して雨紛から富山県内に住所変更を行い、その後、

Ｈさんの相続人（聞き取った方の親）へ土地を売っていたことが判明しました。
結果、Ａさんの変更後住所から戸籍を収集することが出来、不明者発見に至りました。

４．資料調査を基にした聞き取り調査の実施

Ａさん （①グループ 以前も雨紛、現在も雨紛の地域の者）
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Ｄさん （②グループ 以前は雨紛、現在は神居の地域の者）

登記記録上の住所「雨紛１番地」を「雨紛１号」と推定し、神居１６～１８丁目の範囲で、昭
和５２年住宅地図を調査しました。

地図には、同じ姓の方が２軒記載されており、現在の住宅地図にも存在していたことから、
聞き取り調査をおこなったところ、うち１軒の方の祖父とのことでした。

Ｂさん （①グループ 以前も雨紛、現在も雨紛の地域の者）

登記記録上の住所は、「雨紛□番地」のため、同地と推定される「雨紛□号」の過去及び現
在の住宅図には、Ｂさんと同じ姓の住宅を見つけることが出来ませんでした。

同じ登記住所の共有者の相続人にも聞き取りをしましたが情報はありませんでした。

不明と判断し、調査報告書を作成しようと、最後に町内会長に聞き取りをしたところ、地元
精通者Iさんを紹介してもらえました。土地登記簿を見たIさんは「これはＢさんではなく、Ｃさん
だろう。」とのことでした。
登記されていた名字が実際と違っていたようです。（誤「森さん」→正「林さん」いずれも仮名）

Iさんから市内に住むＣさんの親族を紹介され、不明者発見に至りました。

４．資料調査を基にした聞き取り調査の実施

Ｂさん （①グループ 以前も雨紛、現在も雨紛の地域の者）

Ｄさん （②グループ 以前は雨紛、現在は神居の地域の者）
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Ｆさん （③グループ 神居村美瑛町の範囲の者）

登記記録上の住所「神居村美瑛町４丁目」を、現在の「神居○条４丁目」付近と推定し住宅
地図を調査したところ、昭和３０年代から現在までの住宅地図に、ほぼ同位置に、同姓の住
宅が存することから、聞き取り調査をおこなったところ、回答者の夫の祖父とのことでした。

Ｅさん （②グループ 以前は雨紛、現在は神居の地域の者）

登記記録上の住所「雨紛１番地」を「雨紛１号」と推定し、神居１６～１８丁目の範囲で、昭
和５２年住宅地図を調査しましたところ、同姓の住宅は無かったのですが、現在の１９丁目の
範囲に２軒同姓の住宅がありました。

現在の住宅地図にも存在していたことから、聞き取り調査をおこなったところ、回答してくれ
た方の夫の祖父が、同姓でこの付近に広く土地を所有していたとのことでした。そこから、戸
籍を調査したところ、祖父の父であることが判明しました。

４．資料調査を基にした聞き取り調査の実施

Ｅさん （②グループ 以前は雨紛、現在は神居の地域の者）

Ｆさん （③グループ 神居村美瑛町の範囲の者）
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Ｇさん （④グループ 旭川市中心部の者）

登記住所が「○条通△丁目」で、昭和２８年、昭和３５年地図及び現在にも記載がある（同
一姓を名称に持つ）企業数軒から聞き取りを行いました。

そのうちの一軒から、Ｅさんの情報ではないが、地域の事情に明るい方を紹介していただき
訪問しました。

その方の話によると、旭川の名士と言われた同姓の方と関係があるかもしれないということ
で、その方が所有する旭川の名士をまとめた書籍を確認したところ、その同姓の方の紹介文
の中に、登記名義人Ｇさんのことも記載されておりました。その後、あらためて旭川市中央図
書館で、上記書籍を含む関係資料を収集し、不明者発見にいたりました。

４．資料調査を基にした聞き取り調査の実施

Ｇさん （④グループ 旭川市中心部の者）
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５．調査結果
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Ⅰ 住宅地図から同姓を調査、聞き取った者が法定相続人だった。 ３名

Ⅱ 住宅地図から同姓を調査、聞き取った者が法定相続人では無かったが、親族関係等
の情報を得ることが出来て判明。 ３名

Ⅲ 住宅地図に同姓は無く、登記住所が同じ共有者の相続人からの聞き取りで判明。 ２名

Ⅳ 住宅地図に同姓は無く、登記住所が同じ共有者の相続人の聞き取りからも判明せず町
内会長から紹介された地元精通者からの紹介により判明。 １名

Ⅴ 登記記録上の住所で、過去から現在まで同じ（酷似する）名称の企業に聞き取りしたとこ
ろ、そこから紹介された地元精通者から判明。 １名

＊ 最終的な所在不明者。 １名

５．調査結果

不明者の聞き取り者及びその結果
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６．まとめ
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●住宅地図～同姓の調査等に有用。その街の図書館等で収集。

●国土地理院地形図～地名変更などの情報を得るのに有効。

●地元精通者の意見～今回の案件では非常に有用となった。

所在不明者の探索に有用な情報源

●資料調査及び現地聞き取りに多大な労力を要する。

開発局では、１名を今回の不明者確認のために専従させ（必要に応じて２～３名の職
員がサポートにあたる）、確認終了までに、おおよそ１年間を要した。

●確認作業は不明者個々人に対して行うため、手間も人数分必要。

地図の探索や当該土地の過去からの経緯などといった共通的な調査のため７組織か
ら聞き取りや資料閲覧等の作業。

不明者１１名個々人については、住宅地図での同姓の者に対して、飛びこみでの聞き
取りを行い、そこで親族にヒットしなければ、登記住所が同じ共有者の相続人に対して、
再度聞き取りを行う。

最終的に所在不明者となった１名のみのために要した調査は、聞き取り相手として２組
織、７個人を要した。

資料調査、現地での聞き取り

６．まとめ
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所有者不明土地等対策事業費補助金

メニューに応じて以下の補助金の活用が可能となります。（１／２）
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所有者不明土地等対策事業費補助金

メニューに応じて以下の補助金の活用が可能となります。（２／２）
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所有者不明土地対策に取り組む地方公共団体のための補助制度が令和４年度に創設。

補助制度概要

○ 補助対象事業者：地方公共団体、推進法人 等
※推進法人とは、市町村により指定された使われていない土地の有効利用に取り組む法人です

○ 補助対象経費
・土地に関する実態把握調査（対策計画策定前でも実施可能）
・土地所有者の探索費用（司法書士などへの委託費用 等）
・管理不全状態の解消費用（草木の伐採や工作物等の除去 等）

○ 補助率
事業者が地方公共団体の場合は１／２

○ 特別交付税の措置
地方公共団体負担分の最大１／２が特別交付税措置
（地方公共団体の負担は１／４程度）

国（補助）

特別交付税

地方公共
団体負担

所有者不明土地等対策事業費補助金
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所有者不明土地等対策事業費補助金
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所有者不明土地法に基づく国交省職員の派遣について



40

所有者不明土地対策計画の策定や補助制度の内容でご不明な点等ありましたら、
協議会事務局までご連絡ください。

《北海道土地政策推進連携協議会 事務局》
〒060－8511 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎

TEL 011-709-2311（内線5603） FAX 011-709-2319

e-mail hkd-ky-fumeitochi@ki.mlit.go.jp <mailto:hkd-ky-fumeitochi@ki.mlit.go.jp> 
（連携協議会用メールアカウント）

所有者不明土地等対策事業費補助金



御静聴ありがとうございました


